
○白河市こども医療費の助成に関する条例施行規則 

平成27年３月31日規則第20号 

改正 

平成28年７月１日規則第30号 

平成30年８月30日規則第23号 

白河市こども医療費の助成に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、白河市こども医療費の助成に関する条例（平成22年白河市条例第７

号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（受給資格の登録） 

第２条 条例第４条の規定によりこども医療費の助成を受けようとする者は、こども医療

費受給資格登録申請書（第１号様式）を市長に提出し、こども医療費の受給資格の登録

を受けなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 

(１) 条例第２条第２項に規定する保護者の扶養親族等の人数、前年の所得及び市町村

民税額を確認できる書類 

(２) 条例第２条第３項に規定する医療保険各法による被保険者証又は組合員証 

(３) その他市長が必要と認める書類 

３ 前項の規定にかかわらず、同項各号の書類により証明すべき事実が公簿等により確認

できるときは、当該書類の添付を省略することができる。 

（受給資格者証の交付） 

第３条 前条の規定による申請があった場合において、当該申請者に受給資格があると認

められるときは、こども医療費受給資格者台帳（第２号様式）に登録し、こども医療費

受給資格者証（第３号様式。以下「受給資格者証」という。）を交付するものとする。 

（受給資格者証の提示） 

第４条 受給資格者証の交付を受けた者（以下「受給資格者」という。）は、こどもが医

療を受ける際は、医療機関等に対し受給資格者証を提示しなければならない。 

（高額療養費支給に係る助成） 

第５条 条例第４条第２項に規定する額は、次の算式により算定した額とする。 
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（助成の請求等） 

第６条 条例第５条第１項の規定により医療機関等が支払を受けようとするときは、こど

も医療費請求書（第４号様式）にこども医療費連記式明細書（第５号様式）を添えて市

長に提出しなければならない。 

２ 条例第５条第２項に規定する特別の理由とは、次に掲げるものとし、この場合の助成

の請求は、当該各号に定める書類を市長に提出し、行うものとする。 

(１) 条例第４条第１項に規定する一部負担金（以下「一部負担金」という。）を直接

医療機関等で支払った場合 医療機関等から保険診療の証明を受けたこども医療費助

成申請書（第６号様式） 

(２) 医療保険各法の規定による高額療養費が支給される場合 前号のこども医療費助

成申請書及び高額療養費支給決定通知書等又は高額療養費の積算基礎を明らかにした

書類 

(３) 医療保険各法の規定による高額療養費が支給されない場合で、一部負担金が２万

1,000円以上である場合 第１号のこども医療費助成申請書及び高額療養費支給に関

する申立書（第７号様式） 

（助成の決定通知） 

第７条 市長は、前条第２項の助成の請求があったときは、その内容を審査し、助成の可

否及び助成する額を決定し、こども医療費助成決定通知書（第８号様式）により通知す

るものとする。 

（支払の時期） 

第８条 前条の規定により助成が決定されたときは、第６条第２項に規定する申請書が月

の初日から20日までの間に提出されたものにあっては翌月の末日までに、21日から月の

末日までの間に提出されたものにあっては翌々月の末日までに、それぞれ支払うものと



する。 

（届出の義務） 

第９条 受給資格者は、第２条に規定する申請書に記載された事項について変更があった

ときは、速やかにその旨をこども医療費受給資格内容等変更届（第９号様式）により、

市長に届け出なければならない。 

（受給資格者証の再交付） 

第10条 受給資格者証を亡失し、又は損傷したことにより再交付を受けようとする受給資

格者は、こども医療費受給資格者証再交付申請書（第10号様式）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

（受給資格者証の返還） 

第11条 受給資格者は、受給資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を市長に返還

しなければならない。 

（第三者の行為による被害届出） 

第12条 受給資格者は、こども医療費の助成の事由が第三者の行為によって生じたときは、

こども医療費助成に関する第三者行為被害届（第11号様式）により市長に届け出なけれ

ばならない。 

（その他） 

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、廃止前の白河市こども医療費助成に関する条例施

行規則（平成22年白河市教育委員会規則第６号）の規定によりなされた処分、手続その

他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成28年７月１日規則第30号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成30年８月30日規則第23号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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第４号様式（第６条関係） 
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第８号様式（第７条関係） 

 



第９号様式（第９条関係） 

 



第10号様式（第10条関係） 

 



第11号様式（第12条関係） 

 




